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フ ラ ン ス 革 命 の 土 地 所 有 *

渡 边 國 廣

I 序

- n 1 憲法制定議会と土地の解放 

A 1790年の3 月令の場合 

B 1790年の5 月令の場合 
C 1790年の11月令の場合 

2 立法議会と土地の解放 

A 1792年め4 月令の場合 

B I792年の.6 , 7 月令の場合 
C 1792年の8 月令の場合 

3 国民公会と土地の解放.
A 1792年の12月令，1793年の5,  6 月令の場合 

. . B 1793年の7 月令の場合 

m 結

序 ：

彼の対する土地が，自主地，分与地，世襲地という状況にあっても，そこには領主により何かレ 

拘束が及んだ。革命に乘じ彼は，この排除を願った。その際，まっさきに彼は，身分的拘束の破棄 

に関心を丨ロ』けた。 しかし彼が革命に寄せたところは，単にそれだけに限らない。彼はすた革命を介 

し，地面に及ぶ領主の，あらゆる拘束から脱出しようとはか っ た 。

問題は，彼のこうした意図が，どこまで賞徹されたかであろう。彼の対する土地を，領主規制が 

及ばない，純粋むくの地面に仕上げるべく，ことを一挙に速ぶということに対しては，領主の侧の 

反発も強かった。土地をめぐって，領主の規制が及ぶということ自体, 領主の権利であり，権利で 

ある以上，それが何であれ，侵寄できないとする革命の狴調からすれば，下からの強い突上げ

* この稿は，本誌64卷 8 号と】2号，65巻 5号に所収の，私の三つの稿とともf c , 私の当而の仕取「フランス本命の土地間齓 

の第一部「土地の解放」を措成する。これら四マのもので，第一部は完結したつもりでいる，いずれ折を傅て，瓜と吣る 

予起ご批判の .ぼどには, その際に答えいと姐う。

( 1 ) この辨情の一端を，本訧64逸 8 兮所収の，私の稿にみよ。 • .
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1 憲法制定議会と土地の解放

r 3)
A 1790年の 3 月令の場合

土地所有にある者が革命により願ったのは，土地所有にあることで彼に，いささかも領主の規制 

が及ばないという状況の，実現にあった。これに手をかすべく，憲法制定議会は3 月令に踏切るこ 

とにした。

周知のところだが，革命といえども，領主の一方的な犠牲のうえにことを運べない。こうしたなか

で憲法制定議会は，領主と妥協をはかりながら，何とか，土地所有にある者の願いを吸上げていかな

ければならないのである。しかし3月令では，どちらかといえば, 領主よりの路線しか打出せなかった。

身分差の温存革命に際し誰も，領主の優位を示すあかしを消したかった。憲法制定議会はこ

れを受け，1790年の 3 月令では，臣従の宣誓，領主による杳察，土地簿の届出，軍役義務をめぐり，

その廃止を規定した。従来こうした身分上の拘束は，土地と対する時，彼にして避けられないとこ

ろであった。実に 3 月令は，その解消をめざした。

かく踏切り得たのは，領主によるいかなる拘束も，気まま勝手な暴力に由来するとみたからにほ 
<4)

かならない。これに対し領主は，• 猛然と卷返しに出た。領主のいい分に従えば，彼の権利が，たと 

え何に起因しようと，依然として権利であることにかわりはなく，そして革命ゲ既得権について絶 

対という以上，もはや領主が無条件の譲歩，全面的な後退を求められていい理由もなかったのであ 

ろう。両者は対立を深めていった。こうしたなかで3 月令は，妥協をよぎなくされた。そして，土

地とかかわった，もともとの亊情を示す文書をタテに，.またこの種の文書がない場合，40年も引続
.■ •

( 1 ) ..土地をはさんで，彼が領生と，いかなる関係にあったか，その，もともとの状況titre primitifを，.姐祝する■ことに 

対し，ここでは，証抛生義と呼-んでおく。

( 2 ) 相{ft制という時, rachatのつもり。

( 3 ) ぬ接には，D6crct des 15-28 mars 1790 のこと》

( 4 ) かかる中立を， Saonac P, ot Cakon P., Lea Comitis des dfoits fiodatix el de ligislatim et I'abolition die Hgime 
seigneuridl (1789-1793). 1907, n° 26 \ca
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する領主の側の巻返しもまた，自然の成行というものであろうか。

二者どちらも譲らない。こうした限りでは，もはやことを，無原則に運べないのである。事実ま 

た革命は，証拠主k と有償制を持出し，両者の間の調整に従うことにした。本稿では，この経過を 

追う。問題は，かかる調整のもと，領主のかさを抜きに，土地所有に安定したいという，革命に託 

した，多くの著の夢が，達成されたかであろう。実際いって，結果は逆になった。本稿はまた，こ 

の事情の解明に従うことにもなる。

!

!

i
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ブランズ革命の土地所有

き土地とががわってぎたことを示す，2 人の証人を立て，その限りで，領主がいろいろと而倒な，身 

分上の規制を持出すことを容認した。とぐにバンをめぐり，領主の執着は強い。バンのうち，水車 

場についての使用強制は，領主が最大に関心を集中したとこ(^ 。また通行税に寄せる，領主め執心 

もなみなみならない。こうt た拘束だが，実際いって，がなりの苦痛に感じられた。にもかかわら 

ず，根強く残り* むしろそれ以上に，これを残すということが可能な仕組であれば， 3 月令に対し 

ては深い失望を感ずる者も多かっ(名。もはや承命なるものを，この段階で，単なる幻影でしかなか 

ったとみなければなるまい。

知られる如ぐ身分上の拘束であれば，それから脱出するため，すんなり；無条件というわけ の  

ものでもない。身分上の拘束でありながら, 革命といえども，これを残すという強い方針を打出し  

ていた。領主め権利として，文書がそれを， しかと確認するところであれば，これもまたやむを得 

ないというのであろうか。事実また，かかる状況の打開をめぐり，今世紀にはいってまで，火きな 

関 心 が 向 け ら れ て い • .

領主権益の持続土地と対する者にしてみれば，身分上の拘束を没にしたかった。これが実現 

できた時，土地と対し彼もまた，地面に及ぶ負担のことを考えるというだけでいい。 しかし地面に 

及ぶ，さまさまな負担についても，それが身分上の拘束に由来すると断定できれば，身分上の拘束 

と同列に扱われ，そこからの離脱に際し，あわよくば，無条件ということでいいわけだが，地面に 

及ぶ負担めうち，どこまでこうした，身分上の拘束に含めるか，あいまいであったことから，3 月令 

ではかえって，紛争の大きな火だねをつくる結果になってしまった。かかるなかにあって土地所有 

にある者は，ことを肖己に有利に運ぶベく，懸命につとめた。 しかし3 月令は，地面に及ぶ负担と 

いうことでも，いたずらに勝手を許さず，それに応じない場合，土地を没収するという挙に出たの 

であった。もっとも3 月令においては，これ以外のいかなる理由によっても，土地の没収を气止， 

また買戻権について，その廃止を規定している。

しかしまた，地面に対し及ぶ負担に応ずるということすら，所有について絶対という革命のさな 

かにあっては，これを負担する伽にとり，何としても納得できない。lTOO年の 3 月令もまたかかる点 

について，打開を考えることになった。そしてもし負担者が，地而に及ぶ拘束をまぬがれたければ； 

領主のため何とか，賠償金を支払うよう指示するのである。 しかしこれくらい，革命に対し一般が 

期待したところを裏切った措置はない。今やフランス中が不穏な空気に包まれ(髮。_にもかかわらず

何はさておき，赔傲全さえ払えば，思いがと.げられるというものでもなかった。 3 月令はまた.こ

( 1 ) Sagnag  6t  C aron, P. 7 2  に 注 意 。 . '  、

( 2 ) しのん丨、については* 例.えば ， L e f b b v u k ,  G . ,  L e s  P a y s a n s  d u  N o r d  p e n d a n t  la R i v o l u t i m  f m n c a i s e  1 9 2 7  d  ^ 7 6

M i  ' '
( 3 )  Revolution fran9aise, Revue d'histoiro moderne et contcniporaire, 1905, p. 434 所収，的務部通連。.
( 4 ) 反発の一端を，S a g n a c  et C a r o n ,  n° 123 にみよ。

( 5 ) こうした評価は，Sacjnac et Cahon, p . 15 9に従う。 ， _
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フランス革命の土地所有

の点をめぐって，かたいわくを設けているのである。第一，賠償金を手渡す段階で，彼は未払分を

すべてすませ，さっぱりしていなければならない。未払分に対する領主の執着は強かったわけで，
(1 )

それだけにまた，未払分が切捨てらるべきものと，負担者の側の反発は高かった。

もはやことは単純に，賠償金というだけに帰せられない。そればかりか，賠償金を払ったうえ，

地而に及ぶ負担から離脱できるのは，彼がその土地と対するについて，ことの次第を示す，領主と

かわした，もとの文書が存在しない場合に限られていた。さいわい，革命さなかの混乱で，かかる

文書は焼却されることが多かった。もう領主は，自己の権利を主張することができない。しかし焼

却して， 3 年以内ならば，彼は 6 人から10人の者に，30年も引続きその土地に権利を行使していた

ことを証言してもらえばいい。従ってもし，領主が，地面に対する，彼の既得権を永久に断念しな

ければならないということになるとすれば，彼のもとに，文書がなく，また彼のため証言してくれ

る者.もないという，ごく特殊な場合に限られてこよう。もっとも領主が，そうした，どたん場に追

込まれたとは思えない。現に彼は既得権にいすわるべく，策をろうすることを忘れなかった。かか

る限り，土地所有にある者にとり領主規制からの脱出が，全面的に可能というわけにもいかない。

むしろ3 月令は，領主の立場に加担する方向にあったとさえいえる。革命の勃発時に領主が喪失し

た権利について3 月令は，これを略奪の結果とみ，領主への返還を規定しているのは，その何より

の証拠となろう。 しかしもとより，無条件の返還をいっているのではない。領主に返還を迫られ，

3 年以内ならば，解放状があっても，返還が義務づけられた。 しかし3 年たってしまえば，たとえ

解放状がなくとも，返還の義務は解消したのであった。

知られる如ぐ 1790年の 3 月令では，何よりも，身分上の拘來の解消がうたわれている。できれ

ば，これを，地面に及ぶ負担にまで拡充したいわけであろう。 しかし3 月令は地面に及ぶ負担につ

いて，依然として領主の立場を正当視していたのであった。ただしこの体制をくずすべく，わずか

なチャンスが3 月令により与えられたことは注目されていい。賠償金が準備でき，加えて，土地を

めぐり彼が，領主と，もともといかなる関係にあったかを示す文書がなければ，もうそれで,彼に

とり領主の存在は苦にならないのである。領主による拘柬が絶対的なものではなぐなったわけだが，

しかしこれも，賠償金を調達できる者に限っていえるという点， 3 月令には大きな限界があった。

もっとも，かかることの遝びに対しては，不平が繰返し述べられてきた。今 や 命 を ，有産者の手
(2 )

に波すととに対する懸念は深まっていった。革命とはいえ，取残された者が多い。

革命基調の挫折領主にしてみれば，革命による突辑を，最少限にとどめたかった。このため 

領主は，既得権の容認を強く求めた次第だった。ついに3 月令も，そうした袈求を封ずるととがで

( 1) この植の内逐を，例えば，Mhxot J” V abolition des droite seismuriati^ dans le dSpartement du Doubs et la lUgion
comtoise. 1937, pp, 72-73 に み よ ,

( 2 ) この人1/、については，Sagnac et Cauon, p. 7 8 参照。

4 (506)
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きなかった。領主の権利のうち，明白にそれが，領主の既得.梅とわかれば， 3 月令はこれを尊道, 

決して手だしをしまいという態度に出た。

今や3 月令では，苹命が触れることのできる場を, 領生とめかかわり合いをめぐり，はづきりし 

た証n めないとしろに限ることになった。 しかし準命はそこに対してすら，無秦件にはいり込めた 

ごいケわけでもない。何よりの証_ こ，;領主の細 が ，文書ではっきり確認できない場合について 

も，土地所有にある者がそこから脱するため， 3 月令は賠償金を規矩している。 しがし3 月令はな 

お’この赔償金をめぐって，断 細目を決定することができなかった。その背後には，かかる賠偾 

金に対してすら，領主の側にいろいろ申立てる余地を残さなければならないとV、う 配 が あ ったか 

ちなのであろう。こうしたなかで憲法制定議会は, さまざまな苦心を重ねるというこ と に もなって 

いぐ。その経緯は，以後の立法のなかに， うかがい知れるというべきか

' . ⑴ . . . . .
B 1790年の 5 月令の場合

麵に及ぶ領主の，あらゆる拘束から脱出したければ，彼は賠償金を織しなければならない。 

しかしこの賠償金を，領主に手渡すことができるのは，土地と対し彼が，領主といかなる関係にあ 

ったかを示す，もとの文書が，彼のもとにも領主のもとにもない限りである。もしこうした文書が 

一通でもあれば，彼は永久に領主の拘束に服することになるわけであろう。

知られる如ぐ，1790年の 3 月令により，かかる原則が打出された。これを受けた5 月 令 で け 3 

月令の実施に必要な細目が規矩されるということになった。その際に憲法制定讓会は， 3 月令に向 

けられた不平を，何とか緩和すべく，模索した。にもかかわらず結局のところ，不平をあおる方内 

を打出すだけのことに終っているのはまた，どうしたことか。 5 月令のもと，賠償金はかえって,

极いの厄介な.， しろものと化していった。

定期め負担に対する措置周知の如く，世襲地と対した時，_ も 1 年を通じ，所淀のものを領 

主めため差出さなければならない。いわば定期の負担であるわけだが，こうした負担は従来まで貨 

幣で示ざれてきた。 しかしまたそれを，穀物，家畜,その他の品因により沼上げられるという場合 

も起った。1790年の 5 月令は，こうした定期O 負担をまぬがれたいと思う者のため，貨幣負担の場 

合，年間の負担の20倍に相当する額を，領主に対する賠償金として指示していた。 しかしまた現物 

負担の場合， 5 月令は過去14年間にづいて，現物負担を貨幣に換箅したうえ，もづとも高い年，次 

に高い年，もっとも.低い年，次に低い年を落し，残った10年の平均額の25倍というもめを，領主に 

対し賠償金として支払うことを規定するのであった。こうした換算を門滑に連ぶ必要:から， 5 月令 

はまた，各地で，品丨e1ごとに，規準価格を決足しておくよう命令している。赠偵;金を变払うという

( l ) r _ こは，D6cret des 3-9 邮丨1790 (Duvergiek, Collection compUte des lots, berets, ordonnanees, rigkimns,.“，

9
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ラゾス苹命の土地所有- '

時点で，も.し何らか未払分があれば，.当然また彼は，これをすべて支払い終っていなけれはならな 

かったとする。

5 月令では冒頭に，定期の負担に対する极いを取上げていた。 しかしなお当事者間の納得づくで 

ことが運ばれてこそ，憲法制定議会の願うところであった。そうもいかないという場合， 5 月令は 

これに対し，一定の規準を柘えることにしたかったのである。やがてこの方針は，土地所有Vこ及ぶ 

領主規制の，もう一端を構成する，不定期の負担にまで拡大されていくことになったし

不定期の負担と革命もとより，土地に及ぶ規制は離に，定期の負担というだけに限らなかっ 

た。ほかに，不定期の負担がある6 そして5 月令では，この不定期の負担を重視，世襲地と対し彼 

が，矩期の負担から離れることができるのは，不定期の負担について，それからの離脱のため，賠 

償金を払った限りとしている。すでに定期のものは* 負担として問題にならない状況になづており， 

土地の解放を自己に有利に運ぶベく，領主は5 月令で，不定期の負担に対する賠償を，定期の負担 

に対する賠償支払に先行させるという決宛を下すことにしたのであった。事実また，不定期の負担 

は，これに応じなければならない者にとりかなりの患:圧になっており，その解放を理由に，賠償金 

を出させようとすることにゆ，額もかさむということでもあり，領主のため十分な意味があったと 

いわなければならない。

不定期の負担のなかでも，早くより領主の関心が集まったのは，土地移転税である。土地移転税 

のうち，取引税について，領主はこれを収入源とみなし，特別の注意を払っていた。取引税の額は 

ところにより違い，それこそ雑多であるわけだが，多くおこなわれてきたところをみても，取引価 

格の 2 分の 1 , 3 分の 1 ，4 分の 1 , 5 分の 1 , 6 分の 1 ，8 分の 1 ，12分 の 1 と， 区々としていた。 

土地か購入した者はこれだけのものを，領主のため召上げられた。 5 月令では，かかる取引税の廃 

止を規定しているが，そのこと自体，土地の取得に乘出した者の立場に組する方向にほかならない。

’ Lかし 5 月令では，こうした者の立場を全面的に認めるということがない。依然として取引税を召

上げていた。 しかしその額は，よほどに減額されたものとなっていったのである。今や土地を取得- 

した時， 彼は領主のため取引税として， これまでの取引税に， 6 分の 5 ，I5分の 5 ，I4分の 5 , I 3 

分の 5 ，12分の 5 ，11分の 5 のうちから，適宜に，率を選んで，乘じた額を，領主のため差出すだ 

けでよかった。 '

こうした限りでは，売買に対する拘束が緩和されただけにとどまったといわなければならない。 

しかしそれに満足せず，もっと積極的に，土地と対し避けられない，かかる取引税の負担から，觯 

放されたいと望む者もあった。今や彼は土地と対し，売買にかかわりなく，取引税から脱出.したい 

のである不定期の負担を避けようという9 であり，もしそれが可能ならば，土地について，これ 

以上に，彼の立場を強化するものはない。今までのいきさつからすれば，賠償金の支払はやむを得 

ないところであった。こうして5 月令では，過 -去10年間にその土地をめぐって起った売質の，価格

ノ ノ —— 6 ( 6 0 8 ) ------
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この啡惝はi S aonac et Cason , n °  26 に。

これに関し，Saonac et Cahon, p. 7 8 参翁。

この税様をI S aonac et Cahom, n°? 285，286, 289, 293, e tc ,にみよ。

值接には，I«oi des 14-19 novembre 1790 (D uv^roieh, II, p* 1 9 )のこと。
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のうち，最低のものを規準に，取引税を予想，この予想額に，取引税の綏和のため宠められた，:さ 

.きの率から選び，それを乘ずるこどにより，賠償金を算宠するよう規定しヤいる。もしこの10年間 

に一度も，.その土地について売買が成立したことがなければ，彼は賠償金をめぐって，領主と直接 . 

の交渉を持つことができた。 しかしこの交渉が不調に終れば，彼ほ裁判所に仲裁を申出ることを許 

されていた。もはや不定期の負担をめぐって， 片月令は，とれを負担する側の都合を，優先してい 

たといわなければならない。 しかしこれも，革なるきれいどとにとどまった。という時，この段階 

で，裁半U所に頼れたものセ、はなかったからにほかならない。現に-栽判所は権威を失墜し，そめ機能 

を停止するものが多かったとV、う。.'

知られる如く， 5 月令では，解放の手続について問題にしていた。かかる際，それを，順序の晰 

題にすり替えたことは重大である。世襲地にある者が，領主の制から離れたければ，とにかく彼 

は，何よりも不足期の負担から脱出しなければならない。不定期の拘束は当時，実質的な負担であ 

り，これに対し賠償金が支払えなければ，定期の負担からの離脱にまで手を出すことができないと 

いうのであった。 5 月令は，さきの3 月令の実施細目であるわけだが，:領主の規制から離脱できる 

者を，こく特定の者に限ることになってしまった。という時，賠償金が準備できる£ ともちろんだ 

が，不定期の負担に対する賠償金として彼は，かなりの額のものを調達しなければならなかったか 

らである。有償制はついに，誰にも平等の恩恵をもたらそうとい:う，革命の理想を実現することな 

く終ってじまった。むしろ5 月令は，有償制というものを，領主の側に有利なように運ぶべく，稹 

極的ですらあったといわなければならないのではないだろうか。

こうしたなかで，革命に取残される者が出て当然のことで'あった。相当額の準備金を前提として 

だけ，領主と交渉が可能な仕組である。かかる事情を背景に，各地で暴動が頻発l !名。今や 5 月令

に対する反発は深まっていった。憲法制定議会はこれに対蹲し，態度の変更を模索し始めた。

. ■'
(4 )

C 1790年の11月令の場合

5 月令のもと，有償制ということにより，かえって不平等が助長ざれてしまおう。この欠陥を克 

服すべく，11月令になると，賠償金を支払う側の立場が，よほどに優遇されたものとなっていった 

領主規制からの離脱について，順序を厳格に規定した5 月令にかわっ:て, 11月令では，この順序を 

撤去したばかりか，彼が準備できた，賠償金の額の都合で，順次，領主に対し解放を申出るとい^  

。とでよかった。

これを獎するに，部分解放になろうか。 し.かしそこに有偾制の基調が質ぬかれている限り,解放
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を望む側にゆとりがあるということが，すべてにわたりぎめ手になるわけである。従って部分解放 

妙 、う時* 革命に臨み，ゆとりに患まれた者が何とか動きに出ることを容易.にしただけのことであ

つ'?こ6: . \

部分解放の容認土地に及ぶ領主の，，さまざまな規制を， 5 月令では，矩期'の負担と不矩期の

負担に2 分している。：そしてこうした，領主€>規制からの解放に際し，ま:ず不定期.の負担について

賠償金を払わせ， しかるのちに定期の負担について賠償金が支払い得るとするのであった。問題は，

かがる順序の決定自体のうちにあろう。領主負担のなかでも, .重い部分が領主規制からの解放に際

し，先行したのである。かくして5 月令は，革命の成果を受取ることの’できない者を多く出すこと

になっ:て:しまった。 .

これに対し11月令は•，そうした順序を廃止した。今や誰也自分の都合により:，どちらを先行させ

て’もよかった。加えてまた，楚期の負担，不定期の食担を構成する,，さまざまな要素の‘うち，どれ

から選択して.解放のことを，領主に対し申出X もよくなった。こうすることにより11月令は，,土地

と対した時, みなが負姐X なければならな，い，義務からの脱出を容易にしようとしたのである。か

かる妥協:のなかで11月.令は，領主のためいろ.いろな拘束に応じてきた者に対し領主が> 全面的譲歩

に出てくれることを，暗に期待する心とにしたのであった。

領主の動静知丨られる如く，. しかるべき賠償金の準備'ができ次第，土地所有にある者は領主と

の間のことを，遂次なしくずしに.していけばいい。かかる限り，t e生の権威.も，これまで彼の茭配

•にあまんじてきた者の，都合いかん，出方ひ'と.つというこ.とになってしまおう。かかる寒•態に対す

る，領主の側.の反疮は，それこそさまざまであろう。

鎌 :の亡と，. 一部:の領主は，下からの突土げで茁境に追込まれるのをい'さぎよしとしない。こう

した領主■の，厚い壁}こ妨馨され，事実また备地にお知、で，領主規制からの離脱という,亡とは，ごく
(1)

限られた範囲のことだけに終ってしまっていた。そしてこのことは領主が，持込まれた賠償金の受

理を拒西したことと無関係ではない。受理する場合も，領主はいろいろ，と.注文をつ他ずんなり受

班しよう‘としなかった。これにより，賠償金を支私.う.側はほとほとこまり1ぬいた。そごまで彼を追
(2 )

达むことのなかで領主は，解放とい5 ことを，组贷のため、 より,:有利に運ぼうとしたのであった。

しか.しどこでも領主が, 解放に対し反動的.に振舞ったという.丨わけのもので'もな,い。. む、しろ一部には,
(3 )

赔脒金を積極的に招上げよデとした場合ずら，確認されている;のでおる。，

こうした背後に，領主にしてみれば，既得の権益を何とか確実に換金できればと思っていた鄭庚 

を，見落してはならない。換金と:いうことだけを考えれば，解放を願う，. 直接の当,事者に，既得の

( 1 ) このことを』Seine-Inf6rieuro について，Aulakd, A” L a  F6od<tliU s m s  h  R4Voluii<m (llov, fr,t 1913, p. 293) に 

みよ。
( 2 ) これについては，Millot, p# 1 7 4から#
(3 )  Ferradou, A” he rachat des droits f^odanx dans la Gironde: (1790-1793), 1928; p. 4 に從愈。， ，
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糖i益を，賠償金と引替X*に分割して手渡さなければならないというのでは，いかにも非能摩的であ 

ろう。こうして領主は自己の権益を，政府ないし自治体に賠惯してもらうということに踏切づた• 

現にこの過程の進行には，かなり著しいものがあったといわれる。解放を願う当事者が直接に領主 

のため賠償:金を手渡した例が一件も確認されていないところでも，領主が政府に対し既得の権益を 

売渡すということが起っていることでも)，その点は十分に納得できるというべきだろぅ

. . . . . .  パ . . . . . . .  ' :丨

2 立法議会と土地の解放

( 2 )
A 1792年の 4 月令の場合 

土地所有に及ぶ領主の，いっさいの規制から脱出したければ，彼は賠償金の都合がっき次第，順 

次に，領主に向い解放を申出るということでいい。こうした限り，領主の拘束のうちで、も，もっと 

も重圧と感じられるものが残るととになってしまおう。当然のこと，不定期の負担の残存は著しい。 

にくきは，領主規制からの離脱に際し，賠償金の支払が強要されたということ自体にあろうンか か  

るなかで，打開を願う声が高くなっていった，要は，有償制そのものの苒検討に‘ ぢ。

これを受け，1792年の 4 月令は不定期の負担中，土地の取引税に関する限り，没にするということ 

Iこ踏切った。そうした限り4 月令は，下部の要を,まっとうに受けとめたものといわなければな 

らない。しかしなお4 月令では，これまた現場の声に支えられ，その適用範囲を，不定期の負担をめ 

ぐり，これに応じなければならないことが，文書により確認されていないという場合に限っていた。 

交払義務を’ しかと明示する文書がなければ，かかる徴収を暴力とみて，これを没にするというこ 

とで臨んでも差支えないとするのであろう。土地所有には避けられない領主の規制というにもかか 

わらず，とにかく一部にせよ，それが, 無条件解放の対象となったことは注耵されていい。 しかし 

領主規制の排除に際し，いわば本命にも近い土地取引税だけを没にすることに成功したにっいては 

単に下からの強い突上げだけには帰せられない，もっと大きな事‘情があったと知るべきであろう。

土地取引税の欠落土地と対する時，彼は何とか,領主との関係をすっきりしたものにしたか 

った。領主とのかかわり合いが全面的に没にできれば，それに越したこ.とはなじ。 しかし現庚にけ 

有償制が採用されており，そう簡単に領主との関係を清算できるというものでもないのである。か 

かるなかで，有潰制への批判が高まっていった。この一角を，ど うくずすか，依然としてそれは彼

( 1 ) この指摘を，Garraud, H., Le Rachat des droits fM m tx  et d ŝ dime infiodies en Haute-Vienne, 1939, pp m  et
stilv.に。 ’ ' ノ

( 2 ) 政接には，Loi d u 11avril 1792のこと。

( 3 ) もろもろの製求を，—かべしぽったことに閲述しては，Ferr'a卿，p. 364,note i 参照,：.
(4) ■それを, . Saonac et Cakon, n4 195 にみよ。

( 5 ) 代丧的には；Saonac et Caron, n。194 が。

(6).  Sagnac et Caron, h。129 参照a

-— 9 ( 5 1 1 ) ——
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の，大きな関心寒であったしかしなお彼としても，領主とかわした，もともとの約束がはっきり 

しているということであれば，これを反故にするつもりなど毛頭もない。領主の主張が確たる文書 

に裏づけられているとわかれば，依然として彼は譲歩を続けた。 ，

彼はもう，何が何でも，領主の拘束から脱出したいというものでもない。 しかし一部には，こと
( 1 )

を一挙に運ぶべく，はげしい動きがあづた。この中間をとり，1792年の 4 月令では，土地取引税の 

廃止を規定している。領主との関係をすっきりするという意味からすれば，土地の売買にまつわる 

規制を没にしたことは，結構な限りであろう。 しかもかかる規制からの離脱が，もっとも窮屈に感 

じられていたことを思えば，なおさらのことであった。事実また，こうしたことの運びに対しては， 

支持者も多い。しかしなかには，その程度のことで満足できないと，不徹底さをなじる者がいた。 

彼にとっては，土地所有に及ぶ領主の規制を，一挙に没にできることこそ，革命に託した夢という 

ものであった。 ，

土地市場の形成に向って領主の権益として， しかと確認できないにもかかわらず，なお領主 

がそうしたものを，相も変らず権利として主張し，これから脱出したいと願う者に対し，彼は賠償 

金を召上げ続けた。立法議会のもと，こうした領主の存在に対し，ようやく反発が高まっていった。 

しかし立法議会は，がかる反発のすべてを，同時に受入れようとしない。ただ土地取引税に関する 

限り，これを欠落させるということで，事態の収拾をはかることにしたのであった。

問題は，こうした妥協策自体にあろう。土地取引税が解消した時，土地の取得に関心を寄せる第 

三者が，土地に向って手をのばすことは，よほど容易なものとなっていこう。実に1792年の 4 月令 

は，これに必要な環境づくりをやってのけた。土地所有に対し及み'領主の拘束が，土地の移動を活 

発化する方向でだけ没にされたという時，もはや苹命のめざすところは叨自であろう。土地と対す 

る時，領主の存在を，こうしたことそ排除できたことは，土地所有にある者をかならずしも土地所 

有に安定させるというわけのものでもなかった場合のあることを, 知るべきであろう。むしろ4 月 

令では，土地について動きというものを与えたいというのであった。今や土地市場の形成に向って， 

ことが動き始めた。そしてこのことは，立法議会を構成するメソバ一の主勢力が何たるかを示す， 

かっこうの指標となろう。下からの突上げに答える過程で，この勢力は苹命を丨為己の陣営に有利な 

ように運ぶことを忘れなかった。

( 2 )

B 1792年の 6, 7 月令の場合

土地と対する時，領主の介入を排除できればいい。1792年の 4 月令はこれに対し，土地取引税を 

めぐる領主の, 枸來を没にするということにした。いずれにせよ，不定期の负担をめぐっ文,その

( 1 ) この点については，Saonac et Caron, n。134參照

( 2 )  itt接には，Ddcret des 18 juin-16 julllot 1792 (Duvbkojkr, IV, p. 2 1 7 )のこと。
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一角がくずれ落ちたのであった。

こうしたなかで，かかる方向を，不定期の負担の全体に及ぼそうという声が高くなって当然か。 

土地所有と対した，彼の関係をすっきりしたいというのが革命であれば，立法議会がこの声を受け 

て立つことになったのも自然の成行であろう。実にこれにより立法議会は，そめよって立つ階層の 

立場の強化を狙った。

不定期の負担の解消をめざして 1792年O 4 月令では，不定期の負担のうち，土地取引税だけ

に限って，文書の確認のない場合，その支払をまぬがれ得た。、これにより，土地とかかわる際に避

けられない，領主との関係は，かなりすっきりしたものになっていった。できれば，この関係を，

もっとすっきりしたいわけであろう。

これを受け，1792年の 6，7 月令は，1792年の 4 月令の規定が，不定期の負担め全体にまで及ぶ

べきことを指示するのである。 しかしこの適用を受けられるのは，もちろん，王地と対し，彼が領

主といかなる関係にあったかを示す，もとの文書がない腺りであった。もし誰かが，不定期の負担

に応ずるにづいて，文書をかわしてI 、るわけではなく，ただ漫然と，古くから何となく続いている

ということで，その支払に応じているわけであったとすれば， 彼 は 6，7 月令の規定のもと，不定

期の負担の全部からまぬがれることができたのである。憲法制定議会では，不定期め負担からの離

脱に際し，賠償金が耍求されたが，もうそういう面倒はなくなってしまった。

6, 7月令の規定により，土地と対する関係はかなりすっきりしたものになった。確認できる文書

がなければ，もう彼は領主に対する不定期の負担から離脱できたのである。 しかしなお彼は土地と

対した時，領主めため，定期の負担に応じなければならないのである。これから解放されたければ，

依然として钕は賠償金を支払わなければならない。今や領主の規制は定期の負担，一点に集中した。
⑴

それだけに，定期の負担をめぐって, 不平も高い。

土地取引税O 終息不定期の負担をめぐり，それに応ずべきことを示す，確ナこる文書があれば， 

今や誰も，不宠期の負担に，何はともあれ，従わなければならない。 しかしそうした文書がなけれ 

ば，もう誰も不定期の負担のことなど，気にしなぐてもいいわけであろう。6, 7月令では，かかる 

原則が確認されたのであった。

知られる如く，不定期の負担のうち，とくに土地取引税については，早くも1792年の 4 月令によ 

りその解消が確定されていた。そこにもってきて，不定期の負担一般の解消を決定ずる6, 7月令の 

出現である。こうした追いうちのなかセ，土地取引税は場所により，突如まったくその姿を消して 

いった。そう考えると, 6, 7月令は解消Q 対象を，不定期の負担一般としているが，実はこうした 

なかで，土地取が税の解消を徹底化しようという効果を狙ったといってもいい，土地をめぐり， Wi

( 1 ) この点を，Duverg丨er, IV, p. 313 に
( 2 ) こうしたHfiilliを，例えばDoubsについて，，Millot: 1 5 3にみよ。
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きを過熱させようという意図を，そこにみるべきか。 しかしまた土地取引税に限らず，不矩期の灸 

担ー躲についても，6, 7月令以降，その賠償に応ずる度合も減少している，

⑴
G 1792年の 8 月令の場合 ：

不定期の負担をめぐって，そこからの離脱に際し，もう賠償金を差出す必要がない。こうした原 

則をふまえ，何とか領主規制の全体を，無条件に廃止したいと願う声が出るのもむりからないとこ 

ろであろう。 しかしこの段階で，土地所有をめぐり彼が領主と，V かなる関係にあったかを示す，

もとの文書を持出されてしまえば，彼としてはいかんともなしがたかった， 

f こうした感じは，かかる文書のない場合の扱いがルーズになるにつれ，絶望感にも近いものに変

っていこう。立法議会とて，何とか打開を模索する必要を感じていた。 しかし打開のための第一歩 

すら踏込めないまま終っているのは，これまた立法議会の立法議会たるゆえんでもあろうか。立法 

議会はただ，下からの突上げを，領主の既得権を侵害しない限りにおいて，汲上げることができれ 

ばと念じていただけであった。1792年の 8 月令は，領主支配への最後のゆさぶりにも似ていたd

最後のゆさぶリ土地所有と対し彼が，領主といかなる関係にあるかを示す，もとの文書があ 

れば，彼はこれにしばられ，領主のいい分を既得権として容認せざるを得なかった。こうした文書 

がなければ，彼はもう定期の負担からの離脱の時だけ，領主のことを考えるだけでいい。すでに触 

れた如く，憲法制定議会では，定期の負担からの解放に際し，賠償金を召上げていた。立法議会の 

もと, 8 月令はこの支払条件を緩和するということで，下からの突上げに答えることにした。

定期の負担から離れようと思えば，彼は賠償金を支払わなければならない。憲法制定議会では,

この支払について分割を認めなかった。 しかし立法議会では， 2 年と10力月という長期の分割を採 

用した。憲法制宠議会のもと，定期の負担から脱しようと思えば，貨幣で負担していた場合,年間の 

20倍，現物で負担していた場合，これを貨幣1C換算した額の25倍を, 賠償金として払えばよかった。 

定期の負担はすでに，問題にならない額になっており，これが20倍, 25倍になったところで，実はど 

うというG とでもなかったのである。にもかかわらず，こうした賭償金に対し, 8 月令では分割払令 

認めていた。かかる限り宠期の負担は，これから離脱を願う者にとり，もはやどれほどの苦痛とし、

うこともない。しかも賠償金は， 5 年で時効という。従来までそれが30年であったことと比較すれ 

ば，賒撳を中出る者にとり，もはや領主の存在は無というのも同然であった。加えて8 月令は，賠彼 

金を払い, そこから離脱するかどうかを，解放を願5 側の意志にかかわる問題として勉理している。 

こういうことであれば， 8 月令により領主が, 支•払われるものを受取るだけの存在に落ちてしまっ 

たといっても過言ではなかろうd しかし領主のなかには，赔償金をあくまでも支払わせようとする

( 1 ) 尥接には，D6cret du 20-25 aoflt 1792 (DuvKRoiEn,IV, pp. 341 et s u iv .)めこと。 '
(2 )  ■かかる評価については， Muxot, p p .198 et 8uhr*参照， . . . .
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クランス革命の土地所有 

者もあつた。もっともこうした領主だが，ずでにとの時期にはまれな存在▲になって 

立法議会の限界すでに明由な如く，文書をタテに，依然として領主は，土地に対する優位を 

誇つていた。かかる領主の，拘束に応ずる伽としても，文書により確認されたところであれば，嶺 

主め権益としてこれを，容認するごともやむを得ないと感じていた。平等の実現を盛調に掲げる革 

命とはいえ，今やここに，苹命に取残された者を多く出すにいたった。 しかし領主規制の全体から， 

無条件に離脱したいという声か高まっているなかで，' こうした者がいるという状況を放置すること 

はでぎない。

しかし立法議会が，革命に取残された者の出ないよう，はからうにはあまりにも時機尚早であっ 

た。立法議会はただ，憲法制宠議会以来，放置されたままになっている，定期の負担をめぐって， 

扱いを模索するということで満足しなければならない。 しかし立法議会はついに，定期の負担を没- 

にするところまで持込やなかった。そこからの離脱については依然として，賠償金を支払うよう指 

示していた。もっとも支払条件はよほどに緩和されている。とはいえ，立法議会のもと，領主支配 

が，矩期の负担という，最後の一点で温存されることになったことには変わりがない。

3 国民公会と土地の解放

(2 ) (3 )

A 1792年の12月令, 1793年の 5，6 月令の場合

これまでの経過から明自なように，土地所有にある者のうち，彼がもともと領主といかなる関係 

にあったか，はっきりした証拠がなければ，彼は土地所有に及ぶ領主の規制のうち，不定期の負担 

に限り没にできた。彼にしてみれば，この状況を，領主規制のもう一端を形成する，定期の負担に 

までも拡大したかった。にもかかわらず，定期の負担について彼は，やっとこの段階で，有償なが 

らそこからの離脱を認められるというまでのことにとどまっていた。

一部にせよ，有償制が残るわけであろう。それだけにまた有償制をめぐって，下からの突上げが
せ ⑷

強かった。国民公会は一部でもこれを汲上げるべく，積極的な姿勢を东した。国民公会がこうした 

方向に踏切ったのは，ほかでもない。外国軍隊の侵入をまえに，何よりも国民的合意に達する必要 

を感じたからであった。とにかく； 土地所有に対し特権的立場にある者の発言を-射じなければなら
(5 )

ない- '

違反を，不問丨こ土地所有にある者に及ぶ領主の規制が，おいおいと解消していこうというな

( 1 ) この点を，Fehuadou, p. 441にみよ。

( 2 ) ぬ接には，D6cret du 30 decembre 1792 (Duveiuuer, V, p, 9 8 )のこと。，

( 3 ) 尥接には，D6cret des 26 im i-1^  juin 1793 (Duvkroieii, V, p. 304)のこと。 

U ) その一端を，Saonac et Cahon, n° 355, p.777にみてほしい。

( 5 ) この趣Hfについては，D6cret du 16 d̂ ccmbî e 1792 (Duvjskgikh丨 V, p_ 82)参照。
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かで，今はただ矩期の負担についてだけ，そこからの離脱について拘束が残った。それだけにまた， 

領主に対する反発も強まったのであろう。

こうしたなかで国民公会は12月令により，定期の負担からの離脱をめぐる裁判に，判決を出すこ 

とを中止するよう指示したばかりか，宠期の負担がらの離脱をめぐってこれまでに出た判決をとと 

ごとぐ取消し，また判決に従い服役をよぎなぐされた者の釈放を規矩している。しかし後続の5 ，

6 月令はもっと徹底し，定期の負担がらの離脱をめぐるいかなる違反も，不問に付そうという。

ともかく，土地所有にある者は定期の負担からの離脱に際し，依然として赔償金を払わなければ 

ならない。そうした場合， トラブルはつきものだが，国民公会はあえてこれを，黙視するという態 

度に出たのであった。かかる状況が続くのであれば，もう定期の負担をめぐって，領の拘束はな 

いのも同然であろう。違反しても，罰にならないということである以上，誰も赔償金を避けようと 

するC とは必至だった。

革命丨こ，内容を定期の負担から離脱しようと思えば，彼は賠償金を取立てられた。ただし国

民公会のもとでは，これに違反しても，罰を受けるということがない。国民公会は土地所有にある

者を革命に組込むべく，領主に向い，最後の譲歩を求めた。国民公会にとってこれよりほか，革命

に対し内容を与える措置はなかったのであった。

しかし国民公会は舉にそれだけのことで満足できない。もっと積極的に，土地所有にある渚のた

め，彼の所有規模そのものの拡大をはかることにより，土地所有にある者の立場の強化すら画策す
( 1 )

るにいたったのであった。

... . .

, ( 2 )
B 1793年の 7 月令の場合

領主の権利が，確たる証拠によるものであれば，革命はこれに手を出そうとしなかった。そして

この原則は，国民公会のもとでも守られていた。いまだ革命の触れること不可能な部分があったの

である。しかし革命が土地所有に及ぶ領主規制を排除しようという時，領主の権利がはっきりして

いるということだけで，革命にあずかり得られない者がいることは問題であろう。内外の情勢もま

た，こうした者を放膣し, 国論に不統一を持込むことを許さなかった。

すでに機は熟したd かかるなかで国民公会は，これまでのタブーに触れることにした。そのきら

かけは，1793年の 7 月令であり，従来タブーであった部分についても，革命が取組む姿勢が明白と

なった。そして今はこれに異説を立てる者とてない。本命はやっと，土地に及ぶ領主の規制の全部

に拡大し始めた。もとよりガンは，証拠主義と,もいわるべきものにあろう。

( 1 ) これと関迚しては「私の肖而の仕啡「フランス取命の土地間題j の绾三部「土地の移動」において触れるはずa 後統 

の論稿に往意。 ■.
( 2 ) 【6:接には/ Ddcret du 17 juillet 1793 (Duvkuqiku, VI, pp-19 et a u iv .)のことA •

U (5 1 6 )

y ランス革命の土地所有

領主規制の根絶のため丨こ領主とかかわる，もともとの状況について，はっきりした証拠の有 

無にかかわらず，国民公会は土地所有にある者をすべて，土地所有にまつわる領主ゐ規制から解放 

するという方向で，ー雜に扱おうとした。かかる際，領主の側の反発は避けられない。知られる如 

く，反発の蓝礎は，領主と土地所有にある者の間の関係を示す，もともとの文書にあった。これを 

没にできれば，反発も封じられようと，国民公会はかかる文書の引渡しを規定した。確たる証拠が 

なければ，領主といえど* 既得権を主張できないとするのであった。

こうした線に沿い，1793年の 7 月令は，かかる文書を持つ領主に対し， 3 力月以内にそれを，国 

民公会に引渡すよう指示した。こうした文書だが， 7 月令はその焼却を命令している。 3 力月の猶 

予にもかかわらず，文書をかぐし1：いる者があれば， 7 月令は，彼を 5 年の投獄に処した6 调民公 

会はこの完全な実施に蹯気になった。 しかし領主の規制に服する侧としては，それだけでオく十分な 

ヾことを知っていた。. とい:う時，.彼が領主のた.め応■ずべき負担は，.単にそう.した文書に盛られていた 

だけのことではないからであった。もはや7 月令にいう措置だけで，領主の規制が排除できるとい 

うものでもない。このため7 月令は，大きな効果がなかった。それにしても7 月令は重大な問題を 

残した。

反省すでに明白なところだが，領主はその配下に，地役権者を抱えていた。 1793年の 7.月 令 . 

では，領主が地役権者を介し，その土地から収入を得ることに，手を出そうとしない。地役権を認 

め，その代價:に収入を得るという状況は， 7 月令のもとでも依然として温存されていたのであった。 

にもかかわらず，焼却さるべき文書中にはしばしば，こうした権利が併記されていた。かかる文書 

の焼绅により， 今や領主が温存を期した権利がだいなしになるという事態も起こった。

7 月令をめぐって，異論はこの一点に集中していた。かまわず文書を焼却し，そのことjこより領
' - ....

主の正当な権利を根絶，領主•を敵にまわしてしまうことは，たとえ相手が少数者の領主とはいえ

擇民的合意をめざす国民公会にとり，かなり気がかりなことであった。こうした反省から-国民公 
(2 )

会は10月令を発し，記載があれこれごちゃごちゃな文書について, 6 力月間，焼却を猶予，ふの間 

に，領主の権利が依然として存続する部分と，破棄さるべき部分を区別することを指示している。

今や国民公会の後退は明白であった。しかも共和曆2 年雨月8 日^ )では，焼却について別に定める 

時期まで，これを停止せしめている。にもかかわらず，その後も,焼却時について指示した命令は 

ついに発せられずに終わっているのである。もはや国民公会に当初の心意気の片鱗もない。こうし 

たなかで領主は，革命が放棄を命じた特権を，革命によっても留保を許された権利とすり替えるベ 

く，こずるく立廻ることにもなっていく。

( 1 ) この税様を，Saonac et C aron,丨!。357, n* 359 に。

( 2 ) ぬ接には，D6ci*et du 2 octobre 1793 (Duvergikr, VI，p, 2 0 3 )のこと。.
( 3 ) 腹接には，D6dret des 8-23 Pluvioso un n  (DavEiiaiKn, VII丨 p .  2 0 )のこと。

0 0 この市情をめぐっては，本詠65卷 5 母に収载の稿を参照。
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m

■ . . .
， 結

土地所有にある者は，領主によりいろいろと拘束を受けた。彼が革命に願ったのは，こうした拘 

來のいちいちから離脱することにある。複雑に渦巻く諸利害との関連において，革命は土地所有に. 

ある者の要請を逐一波上げていかなければならなかった。

この経過の大要を，以上において蝕れたつもりである。知られる如く，革命は，土地所有に及ぶ: 

領主の拘朿を排除したいという声を受け，それこそ雑多な拘束のなかから，不定期の負担を解消す 

ることに大きな関心を向けていた。不定期の負担という時，ブランス革命までの段階でいえば，土. 

地の動きを窮屈にするということを究極の狙いに設定された，一速の規制にほかならない。 しかし 

こうした規制があることで，土地所有にある者はどれだけ彼の土地所有に安定するうえ救いになっ 

たことであろうか。今この，安定に必要な支えが，革命によりまっさきに消されていった。消去す 

べき規制が数あるなかで革命は，土地について処分自由な環境づくりの一点に向って，ことを運ん 

だといっても過言でないであろう。土地所有をめぐり領主の規制を排除しようという時，今や土地 

の処分に'ついての拘束の破棄に重点が置かれることになった。

土地所有にある者は革命を介し, 彼の土地所有に及ぶ領主の拘束を排除しようとした。そめ真の 

I目的は，土地所有について一層の安定を期したいというととろにあろう。 しかし革命はこれと逆に，. 

処分自由の状況を持込むことで，土地所有に対する彼の安定度を削減するという方向につっぱしっ 

てしまった。なるほど革命は，土地所有にまつわる領主の拘束を排除できた。 しかしその過程で， 

土地所有にある者が華命で願ったことを，反故にしてしまった。ちょっぴりばかりの恩恵と引替え 

に，土地所有にある者は革命によりついに，土地を明渡さなければならないはめに追込まれていくグ 

そしてこれは•革命を介し第三勢力が，土地に殺到したことによって起ったのであった。実はこうし 

た第三勢力の抬頭というなかで，土地所有にある者が革命に臨む態度の決定を迫られたとするのが” 

本稿の趣旨’である。 .

(経済学部助教授)
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目 次 -
序説—— 問題の限定

第 1節独占資本主義的経済構造と対外膨張

第 1頊独占体め対外膨張欲求と資本輪出の意義i哲大 

第 2 項独占体と密着した国家の対外政策（以上本号〉

第 2節 対 外 膨 張 と そ の 外 的 諸 条 件 （以下次号）

—— 受け、、れ侧経済の濟造およびその発展^
第1項 「水平的j 対外膨張 

第2項 「斜めの」対外膨張 

第3孭 「垂直的」対外膨張 

第3節対外膨張の独占資本主義本国経済への反作用 

第4 節帝国主義的諸勢力圏間の相互浸透. 対立，協調.敵対

⑴前稿までの分析においては，国際的諸関係を捨象した，いわゆるクローズド•モデルのもと 

で理論化がなされ，また，そこでは国家の経済的諸政策も捨象されてきた。

かかる方法的限矩のもとで理論化がはかられるかぎり，独占段階における総資本の薺積はきわめ

 17 (S19} -----

本稿は，独占資本主義の対外膨張と，それが独占段階の資本主義の蓄積運動に与える影響とを， 

理論的に解明しょうとするものである。これは，独占資本主義における資本蓄積の特徴を解明しょ 

うとした一連の研究の一環であり，前稿までのクローズド.システムとして把えられていた独占資 

本主義経済を囯際的関係の中に置いて把え直すことにょって，理論の拡張と再構成をはたし，現実 

との距離を一歩縮めようとするものである。 （なお，前稿までと同様，本稿でも，独占資本主義一般に賞 

徹する法則性の解明が課題であるので，イギリス帝国主義とドイツ帝国主義というような:各国別のタイプの差 

興，あるいは国家独占資本主義というょうな独占段階の中(Q—小段階の特徴は，捨象される。それらは，本稿 

でなされるところのヨリ一般的な理論化を越礎にして，はじあ弋可能となるヨリ現実的な経済分析の対象であ 

る,） .

序  説—— 問題の限定

北 原 勇

■一 ，— 1̂  辦•丨丨 了 — —rrm rrro m n n iiirn iii  通!矚_ 11

独占資本主義の対外膨張と資本蓄積（上)


